
奈良県広域水道企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条

例をここに公布する。

令和６年１２月１９日

香芝市長 三 橋 和 史

香芝市条例第２８号

奈良県広域水道企業団への水道事業の統合に伴う関係条例の整備に関す

る条例

（香芝市表彰条例の一部改正）

第１条 香芝市表彰条例（平成４年条例第１号）の一部を次のように改正する。

第９条中「、上下水道部」を削る。

（香芝市行政組織条例の一部改正）

第２条 香芝市行政組織条例（平成５年条例第４号）の一部を次のように改正

する。

第２条都市創造部の項に次の１号を加える。

(10)下水道に関すること。

（香芝市職員定数条例の一部改正）

第３条 香芝市職員定数条例（昭和５０年条例第４号）の一部を次のように改

正する。

第１条中「、農業委員会及び上下水道事業」を「及び農業委員会」に改め

る。

第２条第１号中「４９０人」を「５３０人」に改め、同条第８号を削る。

（香芝市の職員の定年等に関する条例の一部改正）

第４条 香芝市の職員の定年等に関する条例（昭和５８年条例第１６号）の一

部を次のように改正する。

第６条中「、公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例（平成１

４年条例第２号）第４条又は第８条及び企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例（昭和４３年条例第１２号）第４条」を「及び公益的法人等への香

芝市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例第２号）第４条又は第８条

」に改める。

（公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例の一部改正）

第５条 公益的法人等への香芝市職員の派遣等に関する条例（平成１４年条例

第２号）の一部を次のように改正する。

第４条中「企業職員（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７

年法律第２８９号）第３条第４号の職員をいう。以下同じ。）である派遣職

員及び」及び「であって、企業職員以外のもの」を削る。



第５条中「企業職員である職員及び」を削る。

第８条（見出しを含む。）中「企業職員又は」を削る。

（香芝市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第６条 香芝市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年条例第３２号

）の一部を次のように改正する。

第１条中「、技能労務職員及び地方公営企業に勤務する者」を「及び技能

労務職員」に改める。

（香芝市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第７条 香芝市職員の退職手当に関する条例（平成３年条例第３０号）の一部

を次のように改正する。

第１条中「（地方公営企業等の労働関係に関する法律（昭和２７年法律第

２８９号）第３条第４号の職員を除く。）」を削る。

第１１条第６項中「香芝市職員（」の次に「奈良県広域水道企業団への水

道事業の統合に伴う関係条例の整備に関する条例（令和６年条例第 号）第

３条の規定による改正前の」を加える。

（香芝市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の一部改

正）

第８条 香芝市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例（昭

和３４年条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「（水道料金を除く。）」を削る。

（香芝市上下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第９条 香芝市上下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第１１号

）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

香芝市下水道事業の設置等に関する条例

第１条の見出し中「水道事業及び」を削り、同条第１項を削り、同条第２

項を同条とする。

第２条中「。以下「令」という。」を削り、「の規定の全部」を「第２条

第２項に規定する財務規定等」に改める。

第３条第１項中「水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事業」という。

）」を「下水道事業」に改め、同条第２項を削り、同条第３項を同条第２項

とする。

第４条を削る。

第５条中「上下水道事業」を「下水道事業」に、「見積価格」を「見積価

額」に改め、同条を第４条とする。



第６条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改め、同条を第５条とし、

同条の次に次の１条を加える。

（会計事務の処理）

第６条 法第３４条の２ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の

会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるもの

とする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

第７条中「上下水道事業」を「下水道事業」に、「価格」を「価額」に改

める。

第８条の見出し中「提出」を「作成」に改め、同条第１項中「管理者」を

「市長」に、「上下水道事業」を「下水道事業」に、「市長に提出しなけれ

ば」を「作成しなければ」に改め、同条第２項中「提出する」を「作成する

」に改め、同項第３号中「上下水道事業」を「下水道事業」に、「管理者」

を「市長」に改め、同条第３項中「やむをえない」を「やむを得ない」に、

「提出する」を「作成する」に、「管理者」を「市長」に、「提出しなけれ

ば」を「作成しなければ」に改める。

（香芝市上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正）

第１０条 香芝市上下水道事業の剰余金の処分等に関する条例（平成３１年条

例第３号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

香芝市下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

第１条中「上下水道事業」を「下水道事業」に改める。

第２条第１項中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者

」という。）」を「市長」に改め、同条第２項中「管理者」を「市長」に改

める。

第５条中「管理者」を「市長」に改める。

（香芝市下水道条例の一部改正）

第１１条 香芝市下水道条例（平成２年条例第８号）の一部を次のように改正

する。

第２条第６号中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者

」という。）」を「市長」に改め、同条第１２号中「管理者」を「市長」に

改める。

第３条第２号及び第３号、第５条、第６条、第８条第３項及び第４項、第

９条第２項、第１０条第２項、第３項及び第５項第２号、第１３条第２項、



第１４条、第１５条第１項、第１６条第２項、第１８条から第２１条まで、

第２４条第１項、第２５条並びに第２６条中「管理者」を「市長」に改める。

第２７条第１項中「管理者」を「市長」に改め、同条第３項第１号の表及

び第２号の表中「当り」を「当たり」に改める。

第２８条第１項第１号中「香芝市水道事業給水条例（昭和４４年条例第１

２号）に基づき給水される水」を「奈良県広域水道企業団から給水される水

」に改め、同項第２号及び第３号中「管理者」を「市長」に改め、同条第２

項中「管理者」を「市長」に改める。

第２９条中「管理者」を「市長」に改める。

第３０条第１号中「香芝市水道事業給水条例第２５条」を「奈良県広域水

道企業団」に改め、同条第２号中「管理者」を「市長」に改める。

第３１条第１項中「管理者」を「市長」に、「香芝市水道事業給水条例第

２２条」を「奈良県広域水道企業団」に改め、同条第３項中「管理者」を「

市長」に改める。

第３２条第１項及び第３項中「管理者」を「市長」に改める。

第３３条中「管理者」を「市長」に、「届け出」を「届出」に改める。

第３４条、第３５条第１項、第３６条第２項及び第３７条から第３９条ま

での規定中「管理者」を「市長」に改める。

第４０条第２項後段を次のように改める。

この場合において、「道路」とあるのは「公共下水道の施設又は敷地」

と読み替えるものとする。

第４１条ただし書、第４２条、第４３条第１項及び第２項、第４４条、第

４５条、第４７条並びに第４８条中「管理者」を「市長」に改める。

（香芝市公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例の一部改正）

第１２条 香芝市公共下水道の構造の技術上の基準に関する条例（平成２４年

条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第３条第３号中「上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者

」という。）」を「市長」に改め、同条第５号及び第６号中「管理者」を「

市長」に改める。

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の廃止）

第１３条 次に掲げる条例は、廃止する。

１ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４３年条例第１２号

）

２ 香芝市水道事業給水条例（昭和４４年条例第１２号）

３ 香芝市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技



術管理者の資格基準に関する条例（平成２４年条例第２３号）

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（香芝市下水道条例の一部改正に伴う経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に、第１１条による改

正前の香芝市下水道条例の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市

長（以下「管理者」という。）に対してされている申請その他の手続及び当

該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為は、この

条例の施行日以後は、それぞれ同条による改正後の香芝市下水道条例の相当

規定により市長に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続

に対して市長からなされた処分その他の行為とみなす。


